
１ 指定管理者の評価

(１) 分野評価

Ａ

指定管理者名

文京福祉センター 福祉部高齢福祉課

管理運営する施設名 所管部署名

社会福祉法人　武蔵野会

評価
分野

評価検討会
評価

評価委員会
評価

評価理由 評価理由評価項目

④　区民や利用者への広報方法を
工夫し、効果的な広報活動が行わ
れたか。

⑤　利用者アンケート等の結果
で、利用者から高い評価を得られ
ているか。

⑥　利用者からの苦情に対する対
応と報告が適切に行われたか。

分野評価

⑦　利用者数、稼働率等の実績
が、当該指定期間開始前年度と比
べて同程度か。

①　協定書、業務要求水準書等で
区が求めた事業が適切に実施され
たか。

サ
ー

ビ
ス
向
上
の
有
効
性

4

②　区が求めた事業以外に、住民
サービスの向上を図るための自主
事業が積極的に計画され、事業計
画書や企画提案書に沿って適切に
実施しているか。

③　利用者懇談会や利用者アン
ケートにより、利用者の意見を収
集し、適当な意見については、そ
れを反映させた取組が行われた
か。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、事業の中止や定員の変更など
があり利用者は減少したが、実施で
きる事業については感染防止の対策
を行い、内容の変更やリモートでの
実施を取り入れるなど多くの工夫を
凝らす努力をしている。また、高齢
者との繋がりが切れることがないよ
う福祉センターの情報を手紙やLINE
を使って発信した。

4

評価検討会の評価は妥当である。
「敬老会」の実施に当たっては、人
数制限をかけるとともにリモート会
場を設置し、演目を変更するなどの
感染症対策を講じた。その他の事業
においても、実施内容や方法を工夫
し、コロナ禍においても高齢者等と
のつながりを保てるよう努め、感染
防止対策を講じた上で実施している
ことを評価する。

8

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止となった事業もあるが、
介護予防事業、教養講座、サークル
活動、文化・芸術イベント等、利用
者が楽しめる企画を多数行ってい
る。実施にあたっては、利用者同士
が密にならないようオンラインを効
果的に活用している。

8

評価検討会の評価は妥当である。
利用者同士が密にならないようオン
ラインを効果的に活用するなど、実
施方法を工夫している点、また、内
容に関しても、オンラインサロンや
スマホの使い方など、ウィズコロナ
を見据えた、工夫を凝らした事業内
容としている点を評価する。

4

利用者アンケートを実施し、業務改
善に活用できる意見・要望を取り上
げ、次年度の取組に反映させてい
る。また、利用者懇談会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大のため延期さ
れた昨年度分と今年度分の２回を実
施した。

3

利用者アンケートにより、業務改善
に活用できる意見・要望を取り上
げ、次年度の取組に反映させること
は、要求水準の範囲内である。
また、利用者懇談会について、新型
コロナウイルス感染拡大のため延期
された昨年度分と今年度分の２回を
実施しているが、昨年度は利用者懇
談会を実施していないことになり、
今年度２回の実施で優れているとま
では評価できない。

－

4

業務要求水準書のとおり対応し、広
報紙はきめ細かく作成されている。
また、緊急事態宣言に伴う活動自粛
依頼の手紙とともに、事業案内や体
操、塗り絵などの情報も送付し、高
齢者の不安や運動不足の解消に繋
がっている。

4

評価検討会の評価は妥当である。
緊急事態宣言や活動自粛依頼に伴う
施設利用中止により、自宅自粛を行
う個人登録者等及び希望者へ手紙を
送付し（計9回、5,823通発送）、高
齢者等の不安解消や運動不足解消に
取り組んだ点を評価する。

8

総合評価において「良い」「やや良
い」の合計が、江戸川橋は約82％、
湯島は約76％と高い割合を占めてい
る。分野別項目の満足度についても
全体的に「良い」「やや良い」の割
合が高く、高評価を得ている。

8

評価検討会の評価は妥当である。
総合評価において「良い」「やや良
い」の合計が、江戸川橋は約82％、
湯島は約76％であり、高評価である
と認められる。

4

苦情等があった場合には迅速かつ適
切に対応しており、大事に至ること
がなかった。

3

令和２年度苦情一覧の中に、区と相
談して対応策を協議したものはない
ことを、ヒアリングの中で確認し
た。苦情に対して適切に対応するの
は、要求水準の範囲内であり、それ
を超える取組があったとまでは認め
られない。

－

評価項目から除外（令和２年度は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、年間を通じて利用者に利用自
粛を呼び掛けていたため）

Ａ

指定管理者評価委員会 評価結果
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施設内・法人（武蔵野会）・施設外
で体系的に研修を実施しており、メ
ニューが充実している。救命救急講
習としてAED・心肺蘇生法の講習会
も実施し、全職員が受講している。

設備の点検や日常清掃は計画的に実
施されており、修繕の必要が生じた
場合は、適宜実施している。新型コ
ロナウイルス感染症対策として、手
洗い、マスク、消毒の呼びかけをイ
ラストなどを用い積極的に行った
他、消毒液、オゾン発生器、換気補
助扇風機を設置した。利用者アン
ケートでも評価が高く、利用者の満
足度は高い。

区からの貸与備品と指定管理者の予
算で購入した備品について、それぞ
れ備品台帳を分けて作成し、適切な
管理がなされている。

4

4

3

「個人情報の利用と保護に関する規
程 法人準則」を策定し、運用を
行っている。また、個人情報保護の
重要性を職員に意識させるため、個
人情報保護に関する研修を職員に受
講させている。

「情報開示に関する規程準則」を策
定し、運用を行っており、区から情
報提供の求めがあった際にもすみや
かに対応できる体制を整えている。

評価
分野

評価項目
評価検討会
評価

3

3

評価委員会
評価

評価理由

⑰　文京区情報公開条例の趣旨に
のっとり、情報の公開を行うため
の必要な措置が講じられ、請求又
は区から情報提供の求めがあった
場合は、適切で速やかな対応が行
われたか。

⑯　文京区個人情報の保護に関す
る条例の規定を遵守し、利用者の
個人情報の適正な管理のために必
要な措置が講じられ、漏えい、滅
失及び毀損等の事故が起きていな
いか。

各部署に「光熱費実績記録」などの
資料を配布している。また、紙の消
費量の抑制など経費の節減に関する
取り組みを行っている。

3

⑪　金銭の管理が適正に行われた
か。

評価理由

⑬　職員の知識・技術向上を図る
ための研修等が適切に行われた
か。

⑭　利用者が安全・快適に施設を
利用できるよう適切に施設の保
守、修繕、清掃等が行われたか。管

理
運
営
の
適
正
性

⑧　経費節減への具体的な取組を
行い、その効果があったか。

⑨　指定管理料の範囲内で効果
的・効率的な予算執行が行われた
か。

経
費
の
効
率
性

3

⑩　収入を増加するための具体的
な取組を行い、その効果があった
か。

分野評価

⑫　サービスを低下させない適切
な人員配置が行われたか。

⑮　備品台帳により、備品の管理
が適切に行われたか。

4

指定管理料の範囲内での予算執行に
努めた。新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、消毒用品や体温
計、オゾン発生器などを購入し、事
業実施に向け効果的な予算執行を
行っている。

3

指定管理料の範囲内で予算執行をす
ることは、区が求める水準の範囲内
であり、要求水準を超えているとは
言えない。

4

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止となった自主事業もある
が、感染防止対策を講じ、多くの自
主事業を実施した。江戸川橋、湯島
とも自動販売機に係る収入が支出を
上回り、区への利益還元を行った。

3

コロナ禍で工夫や対応策を重ね、多
くの事業を実施した努力は認められ
るが、この評価項目では利用料金収
入をいかに増加させる取組を行って
いるかを評価すべきである。した
がって、収入を増加する取組や効果
という観点においては、優れた取組
と評価することは難しい。

評価検討会の評価は妥当である。
経費削減の取組が実施されているこ
とは伺えるが、コロナ禍での利用者
減少の影響との判別はし難い。

Ａ Ｃ

3

4

3
現金受け払い簿を作成し、適切に現
金の管理を行っている。

福祉サービスを安定的に提供するた
めに必要な人数を配置しており、職
員の待遇に関するアンケートの評価
も高い。業務要求水準書で求めてい
る以上の有資格者を配置している。

評価検討会の評価は妥当である。

4

4

評価検討会の評価は妥当である。
年３回以上の研修実施や、年10時間
以上のWEB研修の実施を評価する。
また、施設内・法人（武蔵野会）・
施設外で体系的に研修を実施し、メ
ニューが充実している点が評価でき
る。

4

3

評価検討会の評価は妥当である。

3

評価検討会の評価は妥当である。

評価検討会の評価は妥当である。

3

評価検討会の評価は妥当である。
設備の点検や日常清掃は計画的に実
施されており、修繕の必要が生じた
場合は、適宜実施している。
また、新型コロナウイルス感染症対
策として、手洗い、マスク、消毒の
呼び掛けをイラストなどを用い積極
的に行ったほか、消毒液、オゾン発
生器、換気補助扇風機を設置し、利
用者アンケートでの評価では、利用
者の満足度も高いことから、優れて
いると評価できる。

評価検討会の評価は妥当である。
業務要求水準書で求めている以上の
有資格者を配置している点が評価で
きる。
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評価
分野

評価項目
評価検討会
評価

分野評価

⑱　事故、災害等の緊急事態が発
生した場合の危機管理体制が適切
であり、緊急事態が発生した場合
は、その対応が適切であったか。

評価理由 評価理由

分野評価

⑲　省エネやごみの削減など環境
に配慮した取組が積極的に行われ
たか。

業
務
の

改
善
性

⑳　前回の評価（一次評価及び二
次評価）における「改善すべき事
項」を受けて、適切な改善が図ら
れたか。

令和元年度は、エネルギー使用量の
グラフの掲示板への貼付、令和２年
度は、各部署に「光熱費実績記録」
などの資料配布を行い、省エネやご
みの削減など環境に配慮した取組が
積極的に行われているが、要求水準
を超えているとまでは言い難い。
また、紙の使用量が増加しており、
更なる取組が必要になっている。
令和２年度においては、コロナ禍に
おける利用者減少の影響も含まれる
ものと考えられ、要求水準以上の成
果は確認できない。

評価委員会
評価

前回の評価において改善事項がない
ため、評価対象外

－

4

「緊急時対応マニュアル」を整備し
ている。令和２年度は江戸川橋で急
病人等が発生した際には、職員がす
ぐに現場に駆けつけ、応急処置や救
急車の手配等、的確に対応してい
る。 3

「緊急時対応マニュアル」を整備
し、急病人等の発生時には、職員が
応急処置や救急車の手配等、的確に
対応するのは、要求水準の範囲内で
ある。
また、電気ストーブの消し忘れの事
象について、退勤時のチェック表作
成等の再発防止策はその後講じられ
たが、緊急時の連絡体制には課題が
あると認められるため、体制につい
て改めて確認されたい。

Ｂ Ｂ

－

34

各部署に「光熱費実績記録」などの
資料を配布し、ミーティング時等で
具体的な数字を知らせ意識向上に努
めた。また、ごみの削減対策として
各種の取組を行っている。
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(２) 総合評価

（３）所見及び改善指摘事項

評価委員会

７５／８０

Ａ

６９／８０

Ｂ総合評価

評価検討会 評価委員会

評価検討会

優れている点

得点

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により、緊急事態宣言に伴う事業の中止や利用制
限、年間を通じての利用者への利用自粛要請などを
行い、稼働率、利用者ともに大幅に減少した。しか
し、このような状況においても、感染症対策を積極
的に講じ、オンラインの活用や内容の変更など多く
の工夫を凝らし、指定事業、自主事業の実施に努め
た。また、高齢者との繋がりが切れることがないよ
う健康や事業に関する情報、体操のやり方や塗り絵
などを手紙やLINEを使って何度も発信し、利用者ア
ンケートでは、感謝の意見が多く出ている。
　利用者アンケートの「職員の態度・マナー」や
「職員の対応・気配り」の項目でも「やや良い」及
び「良い」の評価が８割を超えており、「総合評
価」も高評価であったことから、利用者の満足度は
高い。
　引き続き、区民に対する福祉サービスの向上を意
識し、利用者ニーズの把握に努め、利用者の視点を
大切にした施設管理運営に臨んでいただきたい。

・新型コロナウイルス感染拡大の中で、稼働率、利
用者ともに大幅に減少したが、感染防止対策を積極
的に講じるとともに、オンラインの活用や内容の変
更など多くの工夫を凝らし、指定事業、自主事業の
実施に努めたことは評価できる。
・高齢者とのつながりが切れることがないように、
健康や事業に関する情報、体操のやり方や塗り絵な
どを手紙等を使って発信したことは評価できる。高
齢者の孤独・孤立防止に向けては、引き続き様々な
観点から、工夫を凝らした事業実施を期待する。
・利用者アンケートによる利用者の満足度も高く、
アンケート内容からも地域や利用者に愛されている
施設であることは十分に伝わってくる。引き続き、
利用者の目線に立った施設運営をお願いしたい。
・新型コロナウイルス感染症への対応はおおむね適
切に実施されており、この間の苦労や努力には感謝
申し上げたい。

なし なし

手紙やLINEによる情報発信については、評価検討会
において、文量が多く高齢者には読むのが大変、経
費の無駄ではないかという意見も出たため、文字量
や情報量については、検討の余地がある。

・⑥苦情対応については、区への報告書様式を含む
対応手順の整備が必要である。
・職員研修の実施については、研修の講師等実施者
が誰なのかや、参加実績を明示されたい。
・⑯の個人漏えい等の事故や⑰の情報公開請求等に
ついては、有り無しを記載すべきである。
・業務要求水準書では、小破修繕を行う際に、可能
な限り区内業者の活用に努めることとしている。ま
た、新型コロナウイルスの感染拡大により影響が及
んでいる区内経済を活性化する一助となることから
も、区は、区内業者の更なる活用を求めているとこ
ろである。今後は、評価検討会資料の修繕又は施設
の改修の一覧表に区内業者であることを明示された
い。
・デジタルにまだ慣れていない高齢者がいること
は、今後も課題である。区の取組を踏まえ、引き続
き効率的かつ効果的な事業実施を期待する。
・ストーブ消し忘れの事案について、迅速な連絡体
制を整備する必要がある。
・今後は、アフターコロナにおける、より効果的な
事業展開の検討を望む。

改善指摘事項
（評価1又は2の事項につ
いて）

区が明示した水準
を満たすが、更な
る取組が期待され
る点
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２ 評価検討会の評価に関する意見

3 所管課の指定管理者制度運用に関する意見

・指定管理者の取組水準が高いことは認められるが、客観的な事実を適切に抽出して評価することが必要である。
・自主事業に対する取組が②自主事業の計画・実施及び⑩収入を増加するための取組で評価されているなど、同一の取組・対応
を基に複数の評価項目の評価を行っているため、全体的に評価が高くなってしまっている。
・初めて感染症の影響を受けた中での評価であったため、一部の取組の評価が高いことが、他の評価に影響していると感じられ
た。要求水準に対し、代替措置を行ったとしてもなお上回っているのか、区が求める水準を超える成果が認められるかという観
点で評価されたい。
・評価において、平常時ベースによる業務水準要求で求める内容の達成度を図るに当たって、緊急時における要素を一定程度考
慮することは必要だが、特異な状況を考慮し過ぎないように注意することも必要である。そうした評価をした上で、緊急時の特
別対応を加味するようにされたい。
・緊急時の対応については、結果だけでなく過程や事後対応の適切さなども評価のポイントとして捉える必要がある。

・オンラインサロンやスマホの活用など、施設利用を離れた、ICTを活用した事業展開を本格的に検討すべきである。
・⑤利用者アンケート等の結果及び⑲省エネの取組については、その評価項目に対応する「区が求める水準」を数値として設定
し、その水準に基づいて評価された方がよい。また、⑨効果的・効率的な予算執行、⑩収入増加の取組みの効果については、
「区が求める水準」を設定することが可能かどうかを検討いただきたい。
・業務要求水準書では、小破修繕を行う際に、可能な限り区内業者の活用に努めることとしている。今後は、消耗品購入、備品
の購入・修理、保守委託の各種契約においても、可能な限り区内業者の活用に努めるよう調整されたい。あわせて、事業計画書
にその旨を記載されるよう取り組まれたい。
・全般的に、コロナ禍において、積極的な高齢者支援が所管課とともに行えたと感じる。
・令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、２年度以上に指定管理者の収支、提供するサービス等に多大な影響
が出ていると推測される。所管課におかれては、今後も指定管理者との連携を強め、感染防止対策を更に万全にした上で、引き
続きサービス向上を目指していただきたい。
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